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ス
マ
ホ
×
確
定
申
告

進
化
す
る
ス
マ
ー
ト
申
告

▽
ス
マ
ホ
で
見
や
す
い
専
用
画
面

　
令
和
２
年
１
月
か
ら
、
２
カ
所
以
上
の
給

与
所
得
が
あ
る
人
、
年
金
収
入
や
副
業
な
ど

の
雑
所
得
が
あ
る
人
な
ど
、
ス
マ
ホ
専
用
画

面
を
利
用
で
き
る
人
の
範
囲
が
広
が
り
ま
す
。

▽
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
手
続
き
簡
単

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」と「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
ス
マ
ホ
」を
持
っ
て
い

る
人
は
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
ス

マ
ホ
な
ど
を
持
っ
て
い
な
い
人
も
、
Ｉ
Ｄ
と

パ
ス
ワ
ー
ド
を
取
得
す
れ
ば
、
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ

で
送
信
で
き
ま
す
。

　

Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、
本
人
確
認
を

行
っ
た
後
に
発
行
し
ま
す
の
で
、
運
転
免
許

証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類
を
用
意
の
上
、
自

宅
や
勤
め
先
な
ど
の
近
く
の
税
務
署
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

問
門
真
税
務
署

℡�

０
６
・
６
９
０
９
・
０
１
８
１

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　

保
険
課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら「
還
付
金

が
発
生
し
て
い
る
」と
電
話
が
あ
り
、
コ
ン

ビ
ニ
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
し
、
預
金
を
引

き
出
そ
う
と
す
る
詐
欺
に
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

　
市
で
は
、
還
付
金
な
ど
の
手
続
き
で
市
民

の
皆
さ
ん
に
直
接
電
話
を
か
け
た
り
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
い
っ
た
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合

は
、
絶
対
に
手
続
き
に
応
じ
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

母
子
健
康
手
帳
交
付

　
保
健
師
、
助
産
師
、
保
育
士
な
ど
の
専
門

職
が
面
談
を
行
い
ま
す
。
出
産
に
向
け
て
、

体
調
面
や
経
済
面
、
育
児
の
こ
と
な
ど
、
心

配
ご
と
に
つ
い
て
相
談
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
産
後
の
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
や
産
後
ケ

ア
な
ど
、
育
児
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も
説
明
し
ま
す
。

場
市
役
所
３
階
あ
え
る

持�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
個
人
番
号

通
知
カ
ー
ド
と
本
人
確
認
書
類

備�

妊
婦
健
康
診
査
受
診
券
の
交
付
、
保
健
指

導
も
実
施

注�

本
人
確
認
書
類
と
は
官
公
署
が
発
行
し
た

写
真
付
き
の
も
の（
運
転
免
許
証
な
ど
）な

ら
１
点
、
官
公
署
が
発
行
し
た
写
真
の
な

い
も
の（
各
種
保
険
証・
年
金
手
帳
な
ど
）

な
ら
２
点
。

問
あ
え
る

℡�

０
６
・
６
９
９
５
・
７
８
３
３

税
収
確
保
重
点
月
間

　
府
で
は
、
１２
月
を「
税
収
確
保
重
点
月
間
」

と
定
め
、
府
内
の
市
町
村
と
連
携
し
、
滞
納

者
に
対
す
る
徹
底
し
た
催
告
や
財
産
の
差
し

押
さ
え
な
ど
を
行
い
、
納
期
内
に
納
税
さ
れ

た
人
と
の
税
の
公
平
性
を
確
保
し
ま
す
。

問
大
阪
府
北
河
内
府
税
事
務
所

℡�

０
７
２
･
８
４
４
･
１
３
３
１

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

家
屋
の
滅
失

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日（「
賦
課

期
日
」）現
在
、
固
定
資
産（
土
地・家
屋・
償

却
資
産
）を
所
有
し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ

ま
す
。

　

年
の
途
中
で
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

は
、
速
や
か
に
法
務
局
で
滅
失
登
記
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い（
後
日
、
申
請
内
容
が
市
へ

通
知
さ
れ
ま
す
）。

　

登
記
し
て
い
な
い（
未
登
記
家
屋
）場
合

は
、
取
り
壊
し
後
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
１
月
１
日
以
前
に
取
り
壊
し
た
場
合
は
翌

年
度
か
ら
、
１
月
２
日
以
降
に
取
り
壊
し
た

場
合
に
は
翌
々
年
度
か
ら
、
固
定
資
産
税
に

反
映
さ
れ
ま
す
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

固
定
資
産
税
の
特
例
措
置

　
土
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は
、
賦
課
期

日（
１
月
１
日
）現
在
、
住
宅
の
敷
地
と
な
っ

て
い
る
住
宅
用
地
で
あ
れ
ば
、
特
例
措
置
に

よ
り
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
賦
課
期
日
現
在
、
住
宅
を
建
て
替
え
中
の

場
合
で
も
、
前
年
度
の
賦
課
期
日
に
お
け
る

建
て
替
え
前
の
住
宅
の
所
有
者
が
同
じ
で
、

建
て
替
え
後
の
翌
年
度
の
賦
課
期
日
に
お
け

る
住
宅
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
と
申
告
に
よ
り
軽
減
対
象

と
な
り
ま
す
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡
０
６
・
６
９
９
２
･
１
４
７
４

市
税
は
納
期
内
に

　

固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
の
第
１
～
４

期
分
、個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）

の
第
１
～
３
期
分
お
よ
び
軽
自
動
車
税
を
納

め
て
い
な
い
人
は
、
至
急
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
、
納

付
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
延
滞
金
が

加
算
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴
収

分
）の
第
４
期
分
の
納
期
限
は
１２
月
２５
日

（
水
）で
す
。
近
く
の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ

な
ど
で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
口

座
振
替（
自
動
払
込
）を
利
用
し
て
い
る
人

は
、
預
金
残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
病
気
や
失
業
な
ど
の
理
由
で
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
納
期
限
ま
で
に
納
税
課
ま
で
連

地
方
税
の
電
子
申
告「
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）」が
利
用
可
能

　

従
来
の
市
税
に
関
す
る
申
告・
届
出
な
ど

が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
パ
ソ
コ

ン
か
ら
手
続
き
で
き
ま
す（
下
表
）。

　
詳
し
く
は（
一
社
）地
方
税
電
子
化
協
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

利
用
時
間　
午
前
８
時
３０
分
～
午
前
０
時

注�

土・
日
、
祝
日
、
１２
月
２９
日（
日
）～
１
月

３
日（
金
）を
除
く
。

　
ま
た
、
初
め
て
電
子
申
告
を
利
用
す
る
時

は
届
出
が
必
要
で
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク（
後
発
）医
薬
品

�

利
用
促
進

　

現
在
使
用
中
の
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク（
後

発
）医
薬
品
に
変
更
し
た
場
合
、
一
定
の
効

果
が
見
込
ま
れ
る
人
を
対
象
に
、
ど
の
く
ら

い
薬
代
を
安
価
に
で
き
る
か
を
試
算
し
た
お

知
ら
せ
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク（
後
発
）医
薬
品
は
、
新
薬

の
特
許
が
切
れ
た
後
に
同
じ
有
効
成
分
で
つ

く
ら
れ
る
薬
で
、
新
薬
と
同
じ
効
能・
効
果

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
新
薬
よ
り
安
価
で
購

入
す
る
こ
と
が
で
き
、
医
療
保
険
財
政
の
負

担
軽
減
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク（
後
発
）医
薬
品
へ
の
変
更

を
希
望
す
る
場
合
は
、同
封
の「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

納
付
に
は
便
利
な

�

口
座
振
替
の
利
用
を

　
個
人
市
民
税・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）、固

定
資
産
税・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
の

納
付
に
は
、
便
利
な
口
座
振
替（
自
動
払
込
）

を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
８
５
１
～
１
８
５

４

国民健康保険・後期高齢者医療制度　平日夜間・休日窓口開庁のお知らせ

　保険課、保険収納課は、次の日程で平日夜間と休日に窓口を開庁します。国民健康保険の加入・脱退の届出や
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付相談などで、平日の日中に来庁が難しい人は利用してください。
　なお、納付相談は電話での対応もできます。
平日夜間　１２月１６日（月）・１７日（火）・１９日（木）・２０日（金）いずれも１７:３０～２０:００
休　　日　１２月２２日（日）９:００～１３:００
注�平日夜間・休日窓口開庁の時間帯は、後期高齢者医療被保険者証の即日の再交付など、一部対応できない業務
があります。

場・問保険課���℡０６－６９９２－１５４５���場・問保険収納課���℡０６－６９９２－１５３７

市税の休日納付相談
　平日、仕事などで忙しい人や、病
気・失業などで市税を納付できない
人は利用してください。
時１２月２２日（日）９:００～１３:００
場・問納税課
℡０６－６９９２－１８５１～１８５４

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

注�

納
付
で
き
る
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
納
付
が
な
い
場
合
、
財
産（
不
動
産・預

金・給
与
な
ど
）に
対
し
て
差
し
押
さ
え
、

公
売
な
ど
を
行
い
ま
す
。

問
納
税
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
･
１
８
５
１
～
１
８
５

４

問
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

℡�

０
５
７
０
・
０
８ハ

イ１
４シ

ン
コ
ク

５
９（
全
国
共
通

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

つ
な
が
ら
な
い
場
合

℡�

０
３
・
５
５
２
１
・
０
０
１
９

備�

受
付
は
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時

HP�http:/ w
w

w
.eltax.Ita.go.jp

ク（
後
発
）医
薬
品
希
望
シ
ー
ル
」を
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
な
ど
に
貼
付
し
、
病
院

や
薬
局
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

注�

使
用
中
の
薬
や
症
状
に
よ
っ
て
は
、
新
薬

し
か
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
医
師

ま
た
は
薬
剤
師
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

税目 申告 申請・届出

法人市民税 確定申告、中間申告、修正申告　など ・法人設立・設置届出
・異動届

事業所税 納付申告、修正申告、免税点以下申告
事業所用家屋貸付等申告 事業所等新設・廃止申告

固定資産（償却資産） 全資産申告（電算処理分）、増加資産・減少資産申告 ー

個人市民税・府民税
給与支払報告、給与支払報告・特別徴収
に係る給与所得者異動届出、普通徴収
から特別徴収への変更申請　など

特別徴収義務者の所在地・
名称等変更届出

注市ではいずれの税目もプレ申告には対応していません。


